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授業科目：公共政策ワークショップⅠ プロジェクトＡ（１２単位） 

担当教員：海野 洋、戸澤 英典 

配当学年：Ｍ１年 

開講学期：通年 

週授業回数：３回 

 
農業を軸とする地域振興策について 

 
＜目 的＞ 

現在我が国は、グローバル化の一層進展する中にあって、人口の減少局面を迎えるなど

大きな社会構造の変革期に立っている。農村地域においては、農地の減少や耕作放棄地の

増加、経営規模拡大の停滞、農業従事者の高齢化・後継者不足が進んでおり、ＷＴＯ交渉・

ＦＴＡ交渉により更なる市場開放が予測される状況の中で、農業・農村の役割（国民への

食料の安定供給のほか、国土・自然環境の保全など多面的な機能）をどう発揮させていく

かが大きな課題となってきている。 
特に米作を中心とする農業のウエートが大きい東北においては、今後の我が国の姿を見

通しながら、農村を再構築し活性化していくことが、地域振興の面からも避けて通れない

課題となっている。 
もとより、各地で様々な先進的な試みが振興策として行われているが、それは地域の特

性等に応じて、農業それ自体に対するもの（例えば、環境・安全を重視した付加価値型、

国際化をも念頭に置いた低コスト型・輸出指向型、エネルギー関連指向型）から、周辺関

連分野を含めたもの（例えば、産地直売型、観光等とのタイアップ型、加工部門指向型）

まで多様なものとなっている。これらの振興策を具体的に分析し、今後の可能性について

評価しつつ、更なる展開のために必要とされる方策を提示することを目的とする。 
 
＜授業内容・方法＞ 

概ね、以下のように進める。ただし、具体的な方法は参加者自身で考えるものとする。 
 
１ 農業・農村を取り巻く現状の把握 

まず、我が国の食料・農業・農村の現状、これに関連して世界の食糧事情等を、更に

は現在展開されている関係政策やその背後にある国際的な取り決め等の基礎的事項を文

献等により把握する。 
 
２ 現状を踏まえた上での課題の整理 

東北の農村がおかれている現状を踏まえ、これに対応して(全国)各地で先行的に行われ

ている試み(振興策)を、地域特性や実施に至る経緯などに十分留意しながら、調査（農業

者、地域住民、行政関係者、消費者に対するヒヤリング等）を実施し、評価する。 
その上で、（必要に応じて絞り込みを加えながら）それぞれが抱えている制度的、或い



は具体的問題点を整理する。 
 
３ 政策提案の作成 

２で整理した問題点について、各地での試みを更に発展させ、或いは水平方向で展開

していくために、具体的で実行可能な政策提案として纏めていく。 
 

＜教科書・教材＞ 

ワークショップを進める中で、適宜指示する。 
なお、我が国の農業に関しては、現状を理解するには、農林水産省／食料・農業・農村

白書（平成１９年度版）が、戦後の推移を概観するには、岸康彦／食と農の戦後史(日本経

済社，１９９６)が参考となる。 
 

＜成績評価の方法＞ 

このワークショップにおける各学生の日常的な活動状況（取組姿勢や全体への貢献度を

含む）を中心とするが、中間及び最終報告書の内容を含めて総合的に評価する。 
 
＜その他＞ 

このワークショップは、一年間を通じて集団で行われるものである。従って、実行可能

な具体的政策提言を取り纏め、分かりやすく発表する能力はもとより、作業工程（分担の

決定を含む）を的確に管理し、確実に実施していく能力を養成することもねらいとしてい

る。 
 



授業科目：公共政策ワークショップⅠ プロジェクトＢ（１２単位） 

担当教員：苦瀬 雅仁、坪野 吉孝 

配当学年：Ｍ１年 

開講学期：通年 

週授業回数：３回 

 
地方公共団体の環境マネジメントの今後のあり方について 

 

＜目 的＞ 

地球温暖化問題をはじめとする各種の環境問題の解決のための施策を政府や地方公共団

体が行うに際しては、施策を推進する行政主体自らがまず環境負荷低減のための十分な取

組を行う必要がある。また、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を排出部門別

に見ると、「民生（業務その他）」部門（事務所ビル、卸・小売業、飲食店、ホテル・旅館、

学校・試験研究機関、病院・診療所など）の排出量と排出割合が増加しており、この部門

における対策が喫緊の課題となっているところであるが、同部門の主要な排出者でもある

地方公共団体は、同部門の排出削減を社会全体に拡大していくためにも取組を強化する必

要がある。 
地方公共団体自らの環境負荷削減のためには、かつては第一次環境基本計画を受けた率

先実行行動計画として、またその後現在の地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実

行計画として、既に多くの団体が計画を策定し取組を進めており、さらにその具体的な実

施の確保のために、多くの団体が環境マネジメントシステムを導入している。それらの中

には ISO14001 の認証を受けている例も多いが、例えば仙台市において ISO14001 の認証

取得を止め、新たに独自の環境マネジメントシステムである新･仙台市環境行動計画による

取組を進めるなど、新たな取組を進める動きも見られる。 
本ワークショップでは、これらの状況を踏まえて、環境マネジメントシステムを中心に、

地方公共団体自らが発生する環境負荷低減のための取組に関して、仙台市等の地方公共団

体における現状と課題を分析し、仙台市（ないしより広く地方公共団体）における環境マ

ネジメントシステム等の環境負荷低減のための取組の今後のあり方について検討を行い、

政策提言の形でまとめることとし、これによって、政策の企画立案に関する能力を習得す

ることを目的とする。 
 
＜授業内容・方法＞ 

概ね以下の順で進めることを想定しているが、具体的な内容及び進め方については、参

加者がグループ内の討議を通じて主体的に検討し、決定する必要がある。また、末尾記載

のその他に言及した各種の能力の養成を意識しつつ授業を進めることとし、必要に応じて

それらの養成を狙いとした基礎的な指導を加えて進めていくこととする。 



（１）地方公共団体の環境マネジメントに関する現状把握 
環境マネジメントシステムに関する制度の現状、地方公共団体の環境マネジメント

システムの導入状況や環境負荷低減の取組の現状を概観するとともに、特に仙台市の

環境負荷の削減に向けた取組（取組全体のマネジメントを含む。）についての現状を把

握する。 
 
（２）現状の把握を踏まえた分析と問題点の抽出 

（１）の現状把握を踏まえて、現状の問題点（事実としてもっと改善が必要なところ

は何か、改善の余地があるところは何か）を抽出する。 
例えば、環境負荷に関して問題（環境負荷が大きい、増加している、低減が不十分

といった）があるとすればどの点か、環境負荷の個別の状況把握が十分できているか、

環境負荷の発生や増減の要因が把握できているか、問題点があったときに改善の取組

が適切に行われているか、などの観点から、現状の問題点を抽出する。 
 
（３）問題点を解決する上で現行の制度等が抱える課題の抽出 

（２）の問題点の要因を分析し、それらを解決する上で必要な現行の取組（制度等）

の課題を抽出する。 
 
（４）課題の解決方策の検討と政策提言 

（３）で提示した課題の解決方策として、効果的かつ実行可能な政策を提言する。 
 

＜教科書・教材＞ 

環境法第 2 版（大塚直著）、 環境六法、 環境白書平成 19 年版、第三次環境基本計画 
環境省ホームページ、仙台市ホームページ 等 
そのほか、ワークショップを進めていく過程で、必要な教材を適宜紹介する。 

（情報検索手法についても早期に習得し、学生自らも必要な情報、新しい情報

を自ら発見して行くこととなるよう、授業を行う上で留意する。）  
 

＜成績評価の方法＞ 

① グループの一員として役割を適切に果たしている度合い（取組姿勢やグループに対する

貢献度を含む。） 
②  ワークショップの中間発表及び最終報告の内容 （これに関するプレゼンテーションを

含む。） 
を総合的に評価して行う。 

 
＜その他＞ 

このワークショップでは、現状分析や課題・問題点の抽出・提示、政策提言を行う能力

に加えて、ワークショップの会議や共同作業を的確に遂行する能力、作業スケジュールを



的確に管理する能力、情報検索の手法・調査（ヒアリング、アンケート等含む）の手法・

検討の手法に関する基本的な能力、分かりやすく正確な文書を作成する能力、効果的かつ

説得的なプレゼンテーションを行う能力などを養成すること目指す。 
 



















































授業科目：政策体系論 政策実務Ｂ 地方自治政策体系論（４単位） 

担当教員：原田 賢一郎 

配当学年：Ｍ１・２年 

開講学期：前期 

週授業回数：２回 

 
＜目 的＞ 

この授業は、我が国の地方自治をめぐるここ十数年来の動き、すなわち「第１次地方分

権改革」、「市町村合併の推進」、「三位一体の改革」、「地方行財政改革の推進」、「第２次地

方分権改革」及び「道州制の導入に向けた検討」を、単に地方自治を充実・強化するのみ

ならず、国のありようを根本から改める大改革としての「地方分権の推進に向けた諸改革」

と位置付け、体系的に理解することを目的とする。 
 
＜授業内容・方法＞ 
（１）まず、上記の諸改革を取り上げる前提として、 

① 我が国の地方自治体の組織・仕事・構造 
② これまでの我が国における国と地方自治体との関係 
のそれぞれについて、担当教員が講義を行う。 

（２）次に、上記の諸改革に関して、 
① 受講者の中からあらかじめ指定した報告者が、 
ア 背景又は必要性 
イ 主な経緯 
ウ 具体的内容又は主な論点 
について報告を行ったうえで、 

② 全体で、 
ア 成果 
イ 残された課題・問題点 
ウ 当該課題・問題点の解決に向けての方向性 
などについて、①の報告者の司会進行により討論を行う。 
具体的には、「第１次地方分権改革」、「市町村合併の推進」、「三位一体の改革」、「地

方行財政改革の推進」、「第２次地方分権改革」及び「道州制の導入に向けた検討」の

順に授業を進める予定であるが、国や地方における最新の動向を盛り込んだ内容にし

たいと考えているので、内容が若干重複、前後する可能性がある。 
なお、②の討論の場においては、報告者以外の受講者の積極的な発言が求められる

が、そのためにはあらかじめ指示された文献を読んでくることが不可欠である。 
（３）さらに、 

① 市町村合併を推進するに当たっての実務上の課題である 
ア 2004 年に制度が創設された地域自治組織（地域自治区・合併特例区）を、合併

後の市町村において設置すること。 
イ 合併後の市町村において、いわゆる総合支所方式を合併前の市町村を単位とし



て採用すること。 
等の是非 

② 三位一体の改革の際の主な争点であった 
ア 義務教育費国庫負担金の一般財源化 
イ 生活保護費負担金の国庫負担率の引下げ 
等の是非 

などについて、受講者を適宜グループ分けし、ディベート的な討論を行う機会も設け

る。 
 

＜教科書・教材＞ 

（１）特定の教科書は指定しないが、各回の授業に備えて事前に読んでくるべき文献をあ

らかじめ指示する。 
（２）なお、（１）の文献以外の参考文献については、授業の際に適宜紹介するが、差し当

たって以下のものが参考になる（順不同）。 
① 西尾勝著『行政学（新版）』（有斐閣、2001 年）（特に第５章及び第６章） 
② 礒崎初仁・金井利之・伊藤正次著『ホーンブック地方自治』（北樹出版、2007 年） 
③ 村松岐夫編『テキストブック地方自治』（東洋経済新報社、2006 年） 
④ 新藤宗幸・阿部斉著『概説 日本の地方自治（第２版）』（東京大学出版会、                                     

2006 年） 
⑤ 佐藤俊一著『地方自治要論（第２版）』（成文堂、2006 年） 
⑥ 岡本全勝著『新 地方自治入門 ― 行政の現在と未来』（時事通信社、2003 年） 
⑦ 金井利之著『自治制度（行政学叢書３）』（東京大学出版会、2007 年） 
⑧ 西尾勝著『地方分権改革（行政学叢書５）』（東京大学出版会、2007 年） 
⑨ 神野直彦著『財政学（改訂版）』（有斐閣、2007 年）（特に第 20 章及び第 21 章） 
⑩ 林宏昭・橋本恭之著『入門 地方財政（第２版）』（中央経済社、2007 年） 
⑪ 林宏昭著『分権社会の地方財政』（中央経済社、2007 年） 
⑫ 小西砂千夫著『地方財政改革の政治経済学 ― 相互扶助の精神を生かした制度設

計』（有斐閣、2007 年） 
⑬ 神野直彦編著『三位一体改革と地方税財政 ― 到達点と今後の課題』（学陽書房、

2006 年） 
⑭ 田村秀著『自治体格差が国を滅ぼす』（集英社新書 0422B）（集英社、2007 年） 
⑮ 佐々木信夫著『自治体をどう変えるか』（ちくま新書 625）（筑摩書房、2006 年） 
⑯ 松本英昭著『要説 地方自治法（第５次改訂版）』（ぎょうせい、2007 年） 

 

＜成績評価の方法＞ 

各回の授業における報告内容及び討論への参加状況並びに期末のレポート試験による。 
 
＜その他＞ 

第１回の授業でガイダンスを行うので、受講希望者は必ず出席すること。 











授業科目：実務労働法Ⅰ（２単位） 

担当教員：水町 勇一郎 

配当学年：Ｍ１・２年 

開講学期：集中講義 

 
＜目 的＞ 
労働法総論と雇用関係法の前半部分を授業する。この授業の目的は、労働法の枠組みを

理解し、雇用関係法に関わる具体的な問題について思考・議論する能力を養うことにある。 
 
＜授業内容・方法＞ 
各回の授業内容は、次の通りである。 
・労働法総論 
１ 労働法とは何か？－労働法の歴史と意義、基本体系、雇用システムとの関係など 
２ 労働法上の「労働者」 
３ 労働法上の「使用者」 
４ 労働法規・労働契約 
５ 労働協約 
６ 就業規則 

・雇用関係法 
７ 労働憲章－労基法上の人権擁護規定、人格権・プライバシー保護・セクハラなど 
８ 差別禁止－労基法 3 条・4 条、雇用機会均等法、均等・均衡処遇、年齢差別など 
９ 労働関係の成立－募集、採用、内定、試用、労働条件明示 
10 賃金 
11 労働時間 
12 休暇・休業 
13 安全衛生・労働災害 
14 人事－昇進・降格、配転、出向・転籍、休職など 

 

各回の授業は、労働法上の重要判例を素材に、教師と学生または学生と学生が対話を行

うという形式で進められる。この対話を通じて、労働法の理論的枠組みを正確に理解する

とともに、論理的思考能力や問題解決能力を養うことを目指す。 

 
＜教科書・教材＞ 

教材として、荒木・島田・土田・中窪・水町・村中・森戸『ケースブック労働法』（有斐

閣）を用いる。また参考となる教科書として、水町勇一郎『労働法〔第 2 版〕』（有斐閣）

を薦める。 



＜成績評価の方法＞ 
授業のなかでの各人の議論の内容と期末の試験の成績をもとに評価する。 
評点の配分は議論２割、試験８割を目処とする。 

 
＜その他＞ 
各授業の終了後、個別の質問を受ける時間を設ける。 

 



授業科目：実務労働法Ⅱ（２単位） 

担当教員：原 昌登 

配当学年：Ｍ１・２年 

開講学期：後期 

週授業回数：隔週２回 

 
＜目 的＞ 
雇用関係法（後半部分）、労使関係法、労働法の新領域、労働法の総合的考察について授

業する。この授業の目的は、労働法の基本的な枠組みを理解するとともに、労働法をめぐ

る新たな課題や複合的問題について思考・議論する能力を養うことにある。 
 
＜授業内容・方法＞ 
各回の授業内容は、次の通りである。 
・雇用関係法 
１ イントロダクション、企業秩序・懲戒１ 
２ 企業秩序・懲戒２ 
３ 労働関係の終了１―解雇 
４ 労働関係の終了２―辞職、合意解約、定年、雇止めなど 

・労使関係法  
５ 労働組合と団体交渉 
６ 団体行動 
７ 不当労働行為 

・労働法の新領域 
８ 合併・事業譲渡・会社分割と労働関係 
９ 知的財産と労働関係―企業秘密、競業避止など 
10 労働市場と法規制―人材ビジネス業の規制、雇用政策など 
11 労働紛争の処理 

・総合的考察 
12 労働条件の変更  
13 企業組織再編と労働関係 
14 使用者の権限と労働者の権利保護 

 
各回の授業は、労働法上の重要判例を素材に、教師と学生または学生と学生が対話を行

うという形式で進められる。総合的考察のところでは、複合的な事例をもとに議論を行い、

具体的な問題解決能力を養う。このような方法を通して、労働法の理論的枠組みを正確に

理解するとともに、論理的思考能力や問題解決能力を養うことを目指す。 



＜教科書・教材＞ 
教材として、荒木・島田・土田・中窪・水町・村中・森戸『ケースブック労働法〔第 2

版〕』（有斐閣）、水町勇一郎『労働法〔第 2 版〕』（有斐閣）を用いる。 
 
＜成績評価の方法＞ 
授業のなかでの各人の議論の内容と期末の試験の成績をもとに評価する。 
評点の配分は議論２割、試験８割を目処とする。 

 
＜その他＞ 
各授業の終了後、個別の質問を受ける時間を設ける。 

 















授業科目：環境法Ⅰ（２単位） 

担当教員：苦瀬 雅仁 

配当学年：Ｍ１・２年 

開講学期：前期 

週授業回数：１回 

 
＜目 的＞ 
この講義では、環境問題の基本的な事象を踏まえた上で、これに対処するための法制度

について、公害問題の発生以来の発生した公害に対する対応・被害者救済等の問題から、

予防的、計画的に環境全が組み込まれた経済社会の構築を目指す現在の環境法政策に至る

知識を習得する。 
また、環境問題は地球規模の課題となってきており、国際的な状況についての基本的な

理解も不可欠であることから、地球温暖化に係る国際約束である気候変動枠組条約及び京

都議定書など地球規模で顕在化しつつある環境問題に関する国際的な視野からの法的なア

プローチについても学習する。 
 
＜授業内容・方法＞ 
１．内容 
以下のような内容について授業を行う。 

（１）環境法の生成と展開の歴史を踏まえた環境法の全体像の概観。 
（２）環境法の生成発展を導く理念・原則、環境基本法の理解を通じた環境法分野の基本

的な考え方と構造の理解。 
（３）内外の主要な環境問題についての理解とそれに対応する法政策及び個別法について

の基礎的な理解。（各分野の近年の環境法諸法令の内容に即して必要な知識を得るとと

もに、環境問題全体の中における各法政策の位置付けについても、理解を深める。） 
 
２．方法 
基本的には講義方式による。 
コメントシート等を用いて受講者との対話も図ることとする。 
また、受講者自らが考えをまとめ表現する力を養う一助とするために、講義期間内に小

レポートの提出の機会を作ることとする。 
環境法は膨大な分野を対象とするものであるため、半年間の講義のみでその全体像を十

分に理解することは困難である。このため、全体像の理解のためには講義で取り扱うテー

マについての受講者自身が授業で取り上げるテーマに関して事前または事後に不足を補う

自習することが必要となる。 
自習の参考となる教材や方法等の情報は授業において必要に応じて補足する。 



３．予定 
概ねの予定は以下のとおりであるが、講義時点での環境法の最新の動向が習得できるよ

う講義開始時点で改めて具体的な授業内容及び予定を示すこととする。 
１．環境法の全体像等 
（１）環境法とは 
（２）環境問題（汚染、被害、紛争の発生とそれらへの対応、解決）及び環境法の歴史 
（３）環境政策手法の多様化 
２．環境法の基本構造等 
（１）環境法の基本構造（環境基本法・環境基本計画） 
（２）環境法の理念・原則（持続可能な開発、汚染者負担の原則、予防的アプローチなど） 
３．各分野の環境法 
横割り的及び縦割り的各分野の環境問題に関する法政策、個別法についての理解 

（環境影響評価法、大気汚染防止法・水質汚濁防止法等の公害規制法、土壌汚染対策法、

循環型社会形成推進基本法・廃棄物処理法、自然環境保全法、地球温暖化対策推進法など） 
 
＜教科書・教材＞ 

講義の進捗に応じて、講義資料（レジュメ及び参考資料）を作成・配付する。 
重要参考図書として、次の２点を指定する。 

・『環境法第 2 版』大塚直著（有斐閣）：講義において触れることが困難な部分を含め環境

法の全貌を知るための網羅的な教科書である。（本授業においても教科書に準ずるもの。） 
・『環境六法』環境法令研究会編集（中央法規）：主要な環境法令を網羅した六法である。

環境法を十分に理解するためには、教科書や参考書だけでなく実際の条文に触れること

が必要考えている。 
 
その他の参考書類は以下のほか講義において必要に応じ追加紹介することがある。 
ケースブック環境法（大塚直、北村喜宣編）、環境白書平成 19 年版 
第三次環境基本計画、21 世紀環境立国戦略 
環境省ホームページ、安井至先生ホームページ 

 
＜成績評価の方法＞ 

期末の筆記試験の成績を主たる要素として評価する。これに加え、コメントシート等に

よる講義への参加度、小レポートの評価も考慮することがある。 

 

＜その他＞ 

・本講義は、法科大学院と合同である。 

 


























